
【機密性2】

第1表 民事上告事件明細表

（ ）数値は受理決定のあった事件数で､既済欄及び未済欄の（ ）数値はいずれも内数である｡新受欄の（ ）数値は当該期間中に
受理決定のあった事件数である。
上告事件について､旧法事件は該当がない。

注

、

区分
一

法廷別

一

新 受

合計 大法廷 第一小法廷第二小法廷第三小法廷

既 済

・ 合計 大法廷 第一小法廷第二小法廷第三小法廷

上
告

当 月 分

当年1月からの累計

前年同月の累計

221 82 70 69

1077 388 347 342
ー一一■け

1062 366 330 366

157 50 50 57

1037 348 329 360
命

945 16 319 260 350

上
告
受
理

当 月 分

当年1月からの累計

前年同月の累計

265 96 85 、84

(2) （2）
’

手 一一＝▲＝

1343 1483

(14）
1254 433

(6)

(6)143,
1UI'"

1427
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432

（2） （3）
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七 一 ●
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1109
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(10）

■今●一一一 一 一

'39,
311 406

(3) （6） （

～一一

法廷別
区分

未 済

合計 大法廷 第一小法廷第二小法廷第三小法廷

上
告

当 月 分

前 月 分

前年同月分

735 1 251 261 222

671 1 219 241 210
－ー●

692 17 222 248 205

上
告
受
理

当 月 分

前 月 分

前年同月分

939 5 329 327 278

(14） （5） （6） （3）
902 5 300 325 272

(12) (5)_ (6)__ (1)
879 290 311 1278

(3) ． ’ (2)



【機密性2】

第2表 民事上告事件の法廷別・訴訟種類別新受・既済表

注 旧法事件は，該当がない。

令和6年

5月分

新 受
第一審控訴審
判決に判決に

総数対する対するその他
もの もの

既 済
判 決 判 決 以 外 の 事 ・ 由
棄 却 ，破 棄 決 定 取下げ

総数総数口頭弁飴口頭弁錆差戻し その他総数 和解_E~~ -－その他
を経ないを経たも ． 自判 不受理移送|却下棄却その他 ． 訴え
lもの の 移送 申すて

総 数
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特別上告
うち少額異謹

通常訴訟
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【機密性2】

第2表Ⅱ 民事上告受理事件の法廷別・訴訟種類別新受・既済表

注上段は，受理決定のあったもので内数である。

令和6年

5月分

新 受
第一審控訴審
判決に判決に

－－

総数対する対するその他
もの もの

既 済 一 －
判 決 判 決 以 外 の 事 ． 由

乗__一型j破 棄 決 定 取下げ
その他総数 和解上告 その他

総数総数蕊霧|:蕊;差厚し自判 不受理移送却下棄却その他 ． 訴え
f､の ,の 箆洪 申立て
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緬
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通
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【機密性2】

第3表 民事上告事件の原審別新受・既済表

令和6年

5月分

新 受

上告区分 上告人の一審における地位
第一審控訴審 原

総数欝鯛蕊その総原管被舎 ・ 参加人その他被告

もの Iもの .

既 済

判 決 判 決 以 外 の蔦伺阜棄 却 破 棄． 決 定
総数総数口頭弁飴口頭弁姶差戻し ：その他総数 和解上告

｜霊躍":建進、 。” 不彙蕊穆達|劃下棄劃その鯉 源ゞ移送 申壺で ’
その他

総 数

うち少額異議

高裁計

東 京

知財高裁

大 阪

名古屋

金 沢

広 島

岡 山

松 江

福 岡

宮 崎

那 覇

、仙 台

秋 田

札 幌

高 松

地裁計

簡裁計

広島簡裁

221 4 205 12 148 661 4

･1 1 1

220 4 205 11 147 66 4

106 2 99 5 73 31 2

51 2 3 3： 2

351 33 2 19 16

24 23 1 17 7

21 2 2

6 6 6

2 2 1 1

12 11 1 9 3,

5 ． 5 4 1

2 2 2

8 8 ･ 5 2 1

7 6 1 4 2 1
一一 一 －9

6 5 1 2 1 1 1 2
● J

1 1 1

1 1 1

’

157 9 9 148！ 1 147

〆

■
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72 2 2

● 一 一一 一

70 1 69：

4 4 41

29 1 1 28 28

13 13 13

6 6 6

3 3 3

１
１ ’

色

19 3 3
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q
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1 1

？●

凸
■
６

！
I
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1 1 1

4 2 2 21 2

I
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ｌ
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【擬密性2】

第3表Ⅱ 民事上告受理事件の原審別新受・既済表

令和6年

5月分

新 受
今●守一○口－－一一－

f告区分 上告人の一審における敵付
第一審{控訴審 ｜

総数判決に．判決に|その他原告被告
対する対する

ものもの I

原’

｜雲加入その”
●

被告

･判
既 済

－~－一

決 判 決 以 、外 の 事 ・ 由
一■－－口一 口一一

※ “． ※ ”騰讓|扇※
決 定 取下げ

総数'総数i口頭弁飽口頭弁飽差戻し その他総数‘

｜諾鞍い:縄た､繕塞圓判 ｜不受理|移送|麹下秦郵その他
その他

総 数

高裁計

東 京

知財高裁

大 阪

名古屋

金 沢

広 島

岡 山

松 江

福 岡

宮 崎

那 覇

仙 台

秋 田 一

札 幌

高 松

地裁計

265 8 255 2 173 861 3 3

265 81 255 2 173 86 3 3

128 3 125 85 41 2

91 51 4 7 2

43！ 43 23 20‘

281 28 20 8

4 4 4

6 6 6

4 4 2 2

11 11 7 4

5 5 5

２
４
１

４
４

６
８
１

６
８
１
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凸
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７
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4
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【機密性2】

第4表 民事上告事件の事件種類別既済表

令6年

5月分

駄 且 済
判 決 判 決 以 外 の 事 由 ，
棄 却 破 棄 決 定 取下げ

総数総数口頭弁論口頭弁瞼差戻し その他総数 和解上告 その他

誇ないi:経たも ． 自判 不受理移送却下棄却その他 訴え移送 由守子

総 数

特別上告

うち少額異議

金 銭

建 物

士 地

その他

通常訴訟

人 事

金 銭

建 物

土 地

謂求異議

第三者異議

その．他

行政訴訟

選 挙

地方自治

租 税

知的財産権

農 地

公用負担

公務員

その他

157 9 9 148 1 147

2 2 2

2 2 2

125

争

ｆ
ｌ

125 1 124

I

19 19 191

58 58 1 57

5 5 5

10 10 10

』
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301 9i 9 21 21
１
．
０
■
４
４
０
０
マ申

3 3 ’ 3

４
１

４
１

１１５
１

1

1

1 1･

1 1 1

19 8 8i - 11 11

p
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【機密性2】

第4表Ⅱ 民事上告受理事件の事件種類別既済表

令和6年

5月分

判
棄 却

一一口●

総数総数口頭弁飴口頭弁
を経ないを経た
*､の の

既

決 ．
一一

棄

済

判 決 以 外 の 事 由
決 定 T一す下げ

その他総数 和解上皆 その他
自判 不受理移送却下棄却その他 ・ 訴え

】 申立て

総 数

通常訴訟

人 事

金 銭

建 物

士 地

請求異議

第三者異議

その他

行政訴訟

選 挙

地方自治

租 税

知的財産権

農 地

公用負担

公務員

その他

１
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４
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１
３
３
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【機密性2】

第5表 民事上告事件の法廷別・訴訟種類別既済審理期間表

注訴えの提起又は申立ての時から欄には，直受事件は含まない。
旧法事件は，該当がない。

令和6年

5月分 総数

厩． 喬

当 誰 に係属 し た蒔司、 ら 訴え の提起又は 申~~豆一その時か ら
2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 5牢を ． 1年 2年 3年 5年 6年 7年 '1~O¥10年

超える総数 を超え
似内 以内 ．以内 以内 Cl内 Ⅸ内 I刃肉 ！ ’γ、 1，1歯 ，､l由 ！、！ 『鎧 ！、’由 ‘、， ゞ‘‐ 1 ，，，－ ，、’ ‐‘－． －．1－‐

総 数

特別]碧一－
うち少額異鍍

通常訴訟

行政訴訟

大 法 鷺

特別上告
うち少額異駿
－一● や一一

通常訴訟

行政誘訟

第一小法逼

－－

特別上告
うち少額異謎

通常誘訟

行政訴訟

ー

落二小法廷

特別上告
うち少額異蟻
－－

通常訴訟

行政訴訟

宮三4F浅~廷

特別上告
うち少額異殿

通常訴訟

行震蘇蔑

157

■
Ⅱ
■
Ｉ
Ｄ
色

47 45 48｝

2 2

｜ I
ー4

0 121
一＝一一

’
I

125 38 351 451 31 4

30 7 10 3 2. 8

157 29 57 51 6； 2 12
－－

2 2

125 21 50 44 6 1 31

30_ 8@ 71 51 1 9

◆

50 19 12 15 1 3 501 8 17 23 1 1
1 1

1 1

45 15 11 15 1 3 45’ 7 15 22 1
4 3 1

50 10 18 13 91

34 7 13 13

’

1

4 ’
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1 2 1
』

I

10 21 10 9

’
34 61 19。 8 1

16： 3 5 81
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1

■

■

一

’
18 15 20 4

－ 4

1 1

46 16 11 17 2

‐
１
Ｊ
ｊ
‐
ｂ
４
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16 . - 4 2' 2 8
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I

ー0~ー －－

ー‐
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1 1

I
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【機密性2】

第5表Ⅱ 民事上告受理事件の法廷別・訴訟種類別既済審理期間表

注訴えの提起又は申立ての時から欄には，直受事件は含まない。
上段は，受理決定のあったもので内数である。

令和6年

5月分

既 渦

当隆に係一属し た時か ら 訴え の提起一文は 申 立て の時か ら
2月 3月 6月 1年 2年 ・3年 5年 5年を 1年 2年 3年 5年 6年 7年 ･10年 10年

総数 超える総数 を超え
以内 以内 以内 以内 以内 以内 以内 ＊3の 脚内 以内 以内 以内 以内 以内 以内 るもの

総 数

通常受理

行政受理

－

大 法 廷

通常受理

行政受理

第一小法廷

通常受理

行政受理

ー-

第二小法廷

通常受理

行政受理

第三小法廷

ーー－

通常受理

行政受理

228
’
71 61 661 11 19 228 2 41 80 69 8 3 25

一

172 55 48 61
÷

I

56 16 13 51

‐ ■

51 3' 172 1 24 ･72 62 8 2 3
－■十

61 16
’
◆
け 56 1 17 8 7 1 22

与 一一己 士

｜ I

67 24 18 22 1 2 67, 11 26 27i l l l

62

5

１
１

831

’一

’
21 17 21 1 2 621 10． 、231~271

1

1 1

3 1 1 5 1 3 1

I

20 22
p－ q 一

１

１ 18 6 17

。
■
ｄ
ｐ

－
１

ー

83 1 13 29 17 1 22

49 13 17 17 1 1 49 1 " 5 261 15! 1 1
旬凸

34 7 5

781 27 21 21
’

51 16 34 8 3 2 21
｡

4 781 1 17 25 25 7 1 2
● 一 ■ ‐

61 21 14 23 3
一＝

61 9 23 20 7 1 1
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【機密性2】

第6表 民事上告事件の事件種類別既済審理期間表

注訴えの提起又は申立ての時から欄には，直受事件は含まない。

令和6年

5月分 総数

犀4． 7庁

・ 11 ．藤 に一一孫－属 し た ロ『 か ら 訴 え の提起文一ぼ~~軍 立 て の 帥 か ら
.と

2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 5年を 1年 2年 3年 5隼 6年． 7年 10年 10年
超える総数 を超え

以内 以内 Ⅸ内 血肉 以内 似内 Cノ内 ： の 伽丙 I寸志 ！､！ ’士， ！､‘古 ‘、’~ ‘、！~ ,、’ー テ』 ，．、

総 数

特別上鶯

うち少額異謹

金 銭

建 物

士 地

その他

通常訴溌

人 事

金 銭

建 物

土 地

請求異議

第三者異議

その他

行政訴訟

選 挙

地方自治

租 税

知的財産権

農 地

公用負担

公務員

その他

157 47 451 48 51 12 157 29 57 51 61 2
ー

121
2 2 2 2

2 2

ﾔ

2 2；

1251 38 35 45 3 4 125. 21 50 44 61 1 34 125 21 50 44 61 3

19 7 11 1 19' 2; 12 3 2

58！ 18 14 24 2 58 11 19 ･ 25 1 1 1
● ウ ー

３２５４１
◆
ｇ
ｏ
■
９

５

10! 31 1 3 1 3 10 1 11 7 f 1

33 9 10 13

ﾄ

1 33 7 16
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’
ｂ
↑

’
61 3 1

5 1 9．

3 1 1 1 3 2 1

5 1 3 1 1 5 2； 1 2
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’
牟
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’
ト

ゆ
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1 1 1
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【機密性2】

第6表Ⅱ 民事上告受理事件の事件種類別既済審理期間表

注訴えの提起又は申立ての時から櫛には，直受事件は含まない。

令和6年

5月分

賎一 柄

、』i 薪 に采属~言フーだ－鴎 か ら 訴えの提擢 又は 申誌一二七 の H言 か ら
． 2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 5年を 1年 2年 3年 5年 6年 7年 10年 10年
総数 超える総数 を超え
以内 Ⅸ内 胸、内 胸．内 以内 以内 胸．内 もの 以内 以内 ，ノ内 以内 以内 以内 以内 るもの

総 数

通常訴訟

事
銭
物
地

人
金
建
士

謂求異議

第三者異議

その他

ー

行政訴訟

選 挙
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第7表Ⅱ民事上告受理事件の法廷別・訴訟種類別未済審理期間表
骨和6年5月末現荘

注上段の（ ）数値は受理決定のあったもので内数である。

注訴えの提起又は申立ての時から桐には，直受等事件は含まない。
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【機密性2】

第8表 民事上告事件の新受事件種類別内訳表

令和6年
5月分

特 別 上 告

総数
第一小第二小．第三小

法廷法廷法廷

通常・行政訴訟

総数
第一小第二小第三小

法廷法廷法廷

総 婆

民事訴 劃

人 事

離 婚

離 縁

認 知

親子関係

その他

金 銭

売買代金

貸 金

立替金

交通事故による桐害賠償

その他の損害賠償

手形・小切手金

手形・小切手異駿

金銀債櫓債誘存否鐘隠

その他

建 物

d

q
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q
L

2

1

３
３
３

I

2I

1

４
４
３
１
ｚ
皇
１

０
０
９
５
４
１

１
１

I

211 78 67, 61

173 63 ･55, 51

13 5 4

･12 4 4

’
1

－－－－

' '|

107
↓

36 35 3f

3 1 2

10 4 3 3

60 21 18$ 21

I

－●の－

1 1

33 11 131 9

71 1 4 2

令和6年
5月分

特 別 上 告

総数
第一小第二小第三小

法廷法廷法廷

通常・・行政訴訟

総数
第･一小第二小第三小

法廷法廷法廷

土 地

請求異鍍

第三者異議

その他

行政訴訟

選 挙

地方自治

租 税

知的財産権

農 地

公用負担

公務員

その他

8 5 2

38 16 10 12

38 15 121 11

2 21

4 1 ’ 2 1

2 2

2

《
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■
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【機密性2】

民事上告受理事件の新受事件種類別内訳表第8表Ⅱ

令和6年

5月分

通常・ ・行政受理

総数

第一小第二小第三小

法廷法廷法廷

土 地

請求異議

第三者異議

その他

行政訴訟

選 挙

地方自治

租 税

知的財産権

農 地

公用負担

公務員

その他
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【機密性2】

第9表 民事上告・上告受理新受事件の訴訟の目的の価額表

令和6年

5月分

特別上告

総数
第一第二第三

小法廷小法廷小法廷

通常訴訟

総数
第一第二第三

小法廷小法廷小法廷

行政訴訟

総数
第一第二第二

小法廷小法廷小法廷

通常受理
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"小法廷小法廷小法廷

行政受理
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【機密性2】

第9表Ⅱ 民事上告・上告受理新受事件の貼用印紙額表

単位: 10円

令和6年

5月分

特別上告

件数貼用印紙額

通常訴訟

件数貼用印紙額

行政訴訟

件数貼用印紙額

通常受理

件数貼用印紙額

行政受理

件数｜貼用印紙額

総 数

第一小法廷

第二小法廷

第三小法廷

10 ･ 9400

4 5000

3 2400

3 2000

173 2948578

63 594128

55 836050

55
I

1518400

38 214200

15 46300

12 145000

11 22900

2201 682800

80 3””0

70 232080

70 128500

45

１
０

166200

16 2600

15 19800

14 143800



【機密性2】

第10表 民事上告既済事件の上告理由及び破棄理由表

注和解・移送・取下げ・決定その他・その他事件は含まない。
旧法事件は，該当がない。

令和6年

5月分

王 た る 上 告 理 由
憲法違:旧法395条旧法395条 ．

憲法違反に名
総数 をかり
反 るもの

|蕊鰯｜項’騎法法令違312条2項

|聴診‘…陶反

事実誤寵

･証拠のその他不詳
取捨

併存す る 上告理由

総数 ’
憲法違旧法3
反に名’項，
をかり 312条

るもの

口一一一中一一

法令違事実誤認
’

･証拠のその他
1号~5号6号の事由反 取捨
の事由

破 棄 理 由
－一

Ⅱ日法395条旧法395条
0

憲法違II項,新法1項,新法!法令違

総数 ‘312条2項312条2項’ その他
反 11号~5号16号の事由1反

の事由 1 1

大

総 数

特別上告
うち少額異議

通常誘惑．

行政訴訟

争一●

法 更

特別上告

うち少額異議
》
一
》

－

有一小法廷

ー+－－凸■一一

特別上告

うち少額異蟻

通常訴訟

行政訴訟

ー－

肖二小法廷

特別上告
うち少額異礒

通常訴訟

行政訴訟

与三小法廷

一■一つ－一一一・一

特別上告

うち少額異議．
通常訴訟

行政訴訟

５
８
３
２

F

一一

一

司
皿
８
》
２
９
４
２
妬
喝
１
列

２
１
１
。
・
２
１
１
．

５
３
４
４

75

1

②
2
－～

７
７
２
０
２

１

１

１

１

３
ゞ
１
１

９
２

５
２
２
１

157

2

125

。

０
０
１

３
５

■
■
■
Ⅱ
■
８
口
。
》
ａ
ｆ
Ｌ
ｇ

45

161

16
－

調
一
刀
哩
あ
１
Ⅳ
７

4

50i
－

１
１
？
。
■
Ⅱ
Ⅱ
■
１
６
Ｑ
０
Ｈ
Ｉ
Ｉ
・
■

誕
略
訂

’
1

『
０
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
ｌ
Ｖ
６
Ｐ
一
■
■
■
■
■

46

10

－

屯

1

1

２
》
１
１
２
１
１

251
－－

28
ヨー一－

1

2224

33

I

１

９
２
７
６

１13

1

10

－
２
７
６
ｌ
’LL__

71

１
０
１

7

８

８

一二－

L－－一



【機密性2】

第10表Ⅱ 民事上告受理既済事件の上告理由及び破棄理由表

注上段は，受理決定のあったもので内数である。
和解・移送・取下げ・決定その他・その他事件は含まない。

令和6年

5月分 総

主 た る 上 苣 理 由

1憲法

憲法違|反に

談|虞 ’
をか尋

旧法395条旧法395条

'項．断法1項,新法法令違事実娯認
312条2項312条2項 ・証拠のその他不詳

るもの1号～5号6号の事由反 ｜取捨
の事由 ' ．

併 序する 上 昌 理由

I恋法違!旧法395条旧法395条

反に名i'項,新法1項,新法法令違
総数をかり 1312条2項312条2項

るもの1号~5号6号の車由反 ・1
の事由

事実誤認

･証拠のその他
取捨

総

砿 棄 理 由

陸駕鮮蕊'潅令、憲法違
数 ’312条2項312条2項
反 i'号~5号6号の率由反

1の事由

総 数

通常受理

一一一

行政受理

大 法 廷

通常受理

行政受理

第一小法廷

通常受理

－

行政受理

第二小法廷

通常受理

行政受理

一一一

第三小法廷

通常受理

行政受理

１
１

の

１１１

O

I

I
← ｡

’

’
す
り
９
●
峰
０
０
‐
■
９
０

●

｡

－－－



【機密性2】

第11表民事上告事件につき憲法に反するかどうかを
判断した法廷別件数表

第11表Ⅱ 民事上告受理事件につき憲法に反するかどうかを
判断した法廷別件数表

注 「少数意見の数」には「補足意見」 「意見」 「反対意見」の数を含む。 注 「少数意見の数」には「補足意見」 「意見」 「反対意見」の数を含む。

06.5月分 判決総数

憲法判断を違憲と判断合憲と判断

した判決 をした判決をした判決

少数意見の

数

総 数

大法廷

第一小法廷

第二小法廷

第三小法廷

§

8

1

９
－
８
１

■
■
■
ｐ
■
９
９
６

９
８
１

1

1

06.5月分 判決総数

憲法判断を違憲と判断合憲と判断

した判決 をした判決をした判決

少数意見の

数

総 数

大法廷

第一小法廷

第二小法廷

第三小法廷



【機密性2】

第12表 民事上告事件の法廷別・訴訟種類別新受・既済表（並行）

令和6年

5月分

新 受

･ 第一審控訴審
判決に判決に

総数対する対するその他
もの もの

既 済
判 決 判 決 以 外 の ‘ﾘ； 由
~蕊 却 破 棄

総数総数口頭弁鐙口頭弁瞼差戻し その他総数
決 定 取下げ
合一ー

和解上告 その他

を経ないを経たも ・ 自判 不受理移送却下棄却その他 ・ 訴
*､の の 移i美 申立て

ズー

総 数

●●● ｰ ▲ー訂一一

特別上告
うち少額異蟻

通常訴訟

行政訴訟

大 法 廷

特別上告．
うち少額異礒

通常訴訟

－－

行政訴訟

－凸｡一

第一小法廷

特別上告
うち少額異酸

通常訴訟

行政訴訟

第二小法廷

特別上告
うち少額異鰹

通常訴訟

行政訴訟

第三小法廷

特別上告
うち少額異駿

通常訴訟

行政訴訟

189: 4 183 2

ー

156I１
I

1551 1

－－－

33 4 28 1

73 21 70 1

● ÷

58 57 1

15． 2 13
1

邑一 1
59I 58 1

51 51

8 7 ・1

57 2 55

47 47

10 2． 8§
■
■
■
■
■
■
画
■
▼

４
』
■
■
■
■

144 91 9 135 1 134

116 I

’

’
116 1 115

28 9 9 19 ． 19

I

I

一 ?－

０
巳
１
日
卜

１
１

’

44 1 44 1 43

4'|

１
１

今

41 1 40
I

3 3． 3
I

461 8 8 38 381
’

301 ･ l

1－’
161 81

30 I

I
30

I

8 8 8：

54 1 1 53 53

45 45 45

9 1 1
’

8 8

’



【機密性2】

第12表Ⅱ民事上告受理事件の法廷別・訴訟種類別新受・既済表（並行）

注上段は，受理決定のあったもので内数である。

令和6年

5月分

新
－$ －

第一審控翫審
判決に判決に

受

総数対する対するその他
もの もの

跳 済

判 決 判 決 以 外 の 事 由
蕊 却 破 棄 決 定 取下げ

総数総数口頭弁鈴口頭弁姶差戻し その他総数 和解上告 その他
を経ないを経たも ・ 自判 不受理移送却下棄却その他 ・ 訴え
もの の 移送 由台子

総 数

一一｡－

通常受理

行政受理

大 法 廷

一△●一一

通常受理

行政受理

第一小法廷

通常受理

行政受理

第二小法廷

通常受理

■■－

行政受理

第三小法廷

通常受理

－

行政受理 ．

189 4 183

156

33

’

I
中
６

１
４

155’ ］
仁一一一

41
｜●

28 ］

’

73 2 701 1

58 57 1

15

’
2 13

59 58 1

51 51

8 7 1

57 2 55

47 47

10i 2 8

156 156 156〃

116 116 116

40
－－

44
一 ー 一

ー 一 宇＊－－ 一一

40 40

44 44

41 41 41

3 ．

59
－一

3 3

一 一

ｰ4

’

59 59 ．

30 30 30

29 29 29

53
一ー 一 一

’

－－53 53

45 45 45

8 R Rl



【機密性2】

第13表 民事上告事件の法廷別・訴訟種類別既済審理期間表（並行）

注訴えの提起又は申立ての時から欄には，直受等事件は含まない。

令和6年

5月分 総数

既 ↑（

当審に係属 し た時か ら 訴
2月 3月 6月

Cl内 以内 以内 ’
一一心一 一一●

1年 2年 3年

以・内 以内 以内丁

口

え の提起又 は ’'1 立ての時 力
一■ ■ 一 一ー●

了一 ら

~5年 5年を 1年 2年 3年 5年 6年 7年 10年 10年
超える総数 を超え

以内 もの 以内 以内 以内 以内 以内 以内 以内 るもの

総 数

特別上告
うち少額異議

通常訴訟

行政訴訟

大 法 廷

特別上告
うち少額異駿

通常訴訟

行政訴訟

第一小法廷

特別上告
うち少額異駿

通常訴訟

行政訴訟

－

第二小法廷
－一

特別上告
う･ち少額異酸

通常訴訟

行政訴訟

一一一

第三小法廷

特別上告
うち少額異駿

通常訴訟

一存薮訴訟

144 40. 42 461 5 11 144 24 54 461 6 2 . 1ZI
I

一一

116 35 32 43 31 3 116 17 48, 41 6

28 5 10 3

Ｉ
↓
訓

◆

8 28 7 6 5

’
可 ’

44 15 12 14 1 2 44 7

’

L－
I

I

一▲

1 1 3,

’ 11 9
’ ’

一

15 20 1 1
+ ●

41 13 11 14 1 2 41 6 146 20 1

3 2 1 3 1 1 1
① 一

46 10 15 12 9 46 7 20 10# 9

・ ’
1

30 7 10 12 1 30 3 18 8 1

16 3 5 8 ･16 4 2 2 8
一 → 4 ■ ｡ ■ ｡ ■－－ F 『

54 15 15 20 4 54 10 19 16 6 1 2

45' 815 11 17 2。 45 16

9 4 3 2 9 2 ’

I

●

13 6 1 1

3 3 1



【機密性2】

第13表Ⅱ 民事上告受理事件の法廷別・訴訟種類別既済審理期間表（並行）

注訴えの提起又は申立ての時から欄には，直受等事件は含まない。
上段は，受理決定のあったもので内数である。

令和6年

5月分

既 流

当 蕪 に係属 し た時か ら 訴
℃

え の提起一一叉一ほ一軍~一五て の 鴎 か ら
2月 3月 6月 1年 2年 3年 5年 5年を 1年 2年 3年 5年 6年 7年 10年 10年

総数 超える総数 を超え
以内 ．以内 以内 以内 以内 以内 以内 ￥､の 以内 以内 Dノ内 1M内 DI内 pl内 EI内 ス&､の

総 数

通常受理

①ー－－

行政受理

大 法 廷

通常受理

行薮受理

第一小法廷

第

通常受理

行政受理

一
一
●

－一F●

小法廷

通常受理

行政受理

■－●今一●一●－

第三小法廷

通常受理

行政受理

156 40 42 46 9 19 156 _ 24 53 46 6 2;

116 35 32 43 3 3 116! 17:

40 5 10 3 6. 16
ー●

25

48$ 41 6 1 3リ

40、 7． 5 5 1
~|~－－
22：

44 15 12 14 1 2: 44 7 15 20 1 1

｜・
41 13 11 14 1 21 ’ 41 6

一 ●ーﾏー

I
14 20 !

3 2 1 3 1 1 1

59 10 15!12 5 17 59

30 7 1

9
29 3 5

53 15 15
’

’ 71 201 10 22

l2 1_ 30 3' 18 81 1112 1 30 18 81 I

5 16 291
－－ 4 2 2 21

I

I

20 3 53 10 18 161 6 1 2i

45 15 11 17

8 4 ’ 3 ’
2 45 8 16 13 6 1 1

1 Ri l l, 2 ; 1


